
日野市町名地番整理審議会

平成23年3月30日（水）

第20期 第2回
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Presenter
Presentation Notes
配布資料の確認司会：本日お配りした資料を確認させていただきます。　１．次第　２．審議委員名簿　３．パワーポイント資料なお、委員報酬を口座振込みに変更するため、口座指定用紙を事前にお送りさせていただきました。お帰りの折に事務局に手渡していただければ幸いです。



日野市町名地番整理審議会次第

（１） 開 会

（２） 市長挨拶

（３） 報告事項

① 平成22年度完了事業

三沢五丁目地区(22年8月)

日野台二丁目地区(22年10月)

② 今後の実施予定

落川河原地区

③ 町名地番整理の進め方

（４） 閉 会
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Presenter
Presentation Notes
本日の次第でございます。■　開会■　市長挨拶■　委嘱状の交付■　委員紹介■　会長の選任　　（仮座長の選出）　　　　　　　　　　　（会長の選出）　　　　　　　　　　　（職務代理の指名）■　傍聴者入場



平成22年度完了事業(1) 三沢五丁目地区

三沢五丁目
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Presentation Notes
それでは、報告事項の（１）といたしまして、平成22年度完了した事業につきましてご報告いたします。はじめに、三沢五丁目についてでございます。昨年2月26日に開催いただいた第20期第1回日野市町名地番整理審議会におきまして、程久保・南平の一部について、三沢五丁目を新設する諮問を行い、みなさまより同意をいただきました。その後、画面にありますように、住民のみなさまに計4回の説明会を行い、町名地番整理にともなって住民のみなさまにしていただくことなどをご説明してまいりました。その後、7月下旬にはみなさまのお宅に地番変更通知書など資料をお配りし、8月21日に町名地番整理を実施いたしました。面積約10ヘクタール、世帯数約550世帯でございました。



第20期第1回審議会（2/26）以降の経過

5月 事前説明会（七生福祉センター）

6月 町区域新設議案可決（平成22年第2回日野市議会定例会）

実施説明会（七生福祉センター）

7月 都知事に町区域新設告示を申請

住所変更通知・資料を住民、土地・家屋所有者に通知

8月 都知事が町区域新設を告示

町名地番整理実施

東京法務局多摩出張所に関係書類を提出

平成22年度完了事業(1) 三沢五丁目地区
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Presentation Notes
それでは、報告事項の（１）といたしまして、平成22年度完了した事業につきましてご報告いたします。はじめに、三沢五丁目についてでございます。昨年2月26日に開催いただいた第20期第1回日野市町名地番整理審議会におきまして、程久保・南平の一部について、三沢五丁目を新設する諮問を行い、みなさまより同意をいただきました。その後、画面にありますように、住民のみなさまに計4回の説明会を行い、町名地番整理にともなって住民のみなさまにしていただくことなどをご説明してまいりました。その後、7月下旬にはみなさまのお宅に地番変更通知書など資料をお配りし、8月21日に町名地番整理を実施いたしました。面積約10ヘクタール、世帯数約550世帯でございました。



新旧地番対照図

南平
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Presentation Notes
お手元にお配りした、三沢五丁目町名地番整理新旧対照図を一部拡大したものを画面に表示いたしました。新地番23番地を表示したものです。黒で1564－と記載されているのが旧南平、685－と記載されているのが旧程久保でございました。これを赤字のとおり、南東からそれぞれ１、２、３と番号を振り直しまして、新しい町名地番を、三沢五丁目23番地の1、２、３、．．最終が三沢五丁目23番地の13といたしました。



街区案内板の設置
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Presentation Notes
従来ございました町名表示板について、お手元の新旧対照図をもとに新たな看板に置き換えました。



町名表示板、戸番票の設置

※新旧地番対象図、新旧・
旧新地番対照表は日野市
ホームページで公開してい
ます。

トップページ→各課のご紹介
→まちづくり部都市計画課→
日野市の町名地番整理
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それぞれの街区の角に、親地番までを記載した町名表示板を設置いたしました。写真は、三沢五丁目11番地の街区に設置した町名表示板でございます。また、それぞれのお宅ごとに枝番まで記載した戸番票をお配りしました。



平成22年度完了事業(2) 日野台二丁目地区
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Presentation Notes
つぎに、昨年10月に完了いたしました。日野台二丁目地番整理についてご報告いたします。こちらは組合施行による区画整理事業の完了にともなって地番整理を行いました。町名の変更はございませんでした。概略の位置を画面に表示いたしました。日野駅の西方、中央高速と三小通りにはさまれた区域でございます。



新旧地番対照図
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お手元に日野台二丁目地区の新旧地番対照図をお配りしました。さきほどの三沢五丁目地区と同様黒字が旧の地番、赤字が新の地番でございます。本地域はもともと農地が多く、実施時の世帯数は、5世帯でございました。



報告事項（２）今後の実施予定

落川河原地区（組合施行区画整理事業）
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Presentation Notes
今後の地番整理の予定についてご報告いたします。落川河原地区でございます。現在組合施行により区画整理事業を事業中です。画面にございますように多摩川と浅川の合流点よりやや下流で、町名は百草のみでございます。



落川河原地区（組合施行区画整理事業）
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Presentation Notes
こちらも日野台二丁目地区と同様現況畑に道路を築造しているところでございます。事業の完了予定は平成24年度です。



町名地番整理の進め方

関係法令と日野市町名地番整理施行基準

町名地番整理基本計画（平成４年）

平成４年から現在までの事業実施状況

今後の町名地番整理の進め方
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Presentation Notes
今後の町名地番整理の進め方について、ご報告いたします。



（ア）町名の新設、変更、町字界の変更
◆地方自治法第２６０条第１項

市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、
又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町
村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け
なければならない。

※ 日野市では市議会の議決前に、日野市町名地番整理審議会に諮問、
承認を得てから、議会に提案

◆同条第２項

前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを
告示しなければならない。（地域主権により市町村長に権限移譲の予定）

◆同条第３項

第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前
項の規定による告示によりその効力を生ずる。

関係法令の規定
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まず、町名を設定する法的な根拠についてご説明します。画面にございますように、地方自治法第２６０条第１項で、町または字の区域の新設、廃止、区域変更、名称変更については、市町村長が議会の議決を経て定め、都知事に届け出ることとされています。そして、同条第２項・３項によりまして都知事がこれを告示し、告示によってその効力が生じることになっております。なお、都知事への届出、告示は、平成24年度より市に権限委譲される予定でございます。日野市の場合には、市議会提案前に、本審議会に諮問、承認をいただくこととしております。



関係法令の規定

（イ）地番の決定

地番は登記所（日野では東京法務局多摩出張所）が定める。

不動産登記法第35条

登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付
すべき区域を定め、一筆の土地毎に地番を付さなけ
ればならない。

（地番）⇒

多摩平一丁目 １番地の１
町 名 地 番

親地番 枝番
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なお、さきほどご説明した親地番、枝番、総称して地番につきましては、不動産登記法第３５条によりまして、登記所が定めることとなっております。画面にございますように、多摩平一丁目１番地の１という住所は、多摩平一丁目までは町名で、この部分は日野市が定め、都知事が告示しますが、１番地の１については、地番となり、登記所が定める、という関係になっております。



日野市新町丁目地番整理調査会答申

町界町名整理事業及び地番整理事業を同時に行う

日野市は地番混乱が市全域に及び、住所の混乱が
現市街地以外の地区、道路等の整備がされていな
い地区に多くあることから、住居表示に関する法律に
よることは不適当

飛び地や大字の不明確さなどをなくすため町界町名
を整理し、また地番と地番区域が広いため４桁の大
字が多く、これらを整理するため地番整理を行う

（昭和42年8月25日）

15



日野市町名整理施行基準（抜粋）

町割は、原則として街郭式町割

町の組織は集合式（単独式は原則採用しない）

丁目の大きさ

商業地域 １０～１５ｈａ

住居地域 １５～２０ｈａ

工業公園地域 ２０～２５ｈａ

最大６丁目をもって組織
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Ｂ地区

程久保
百 草

三 沢
落 川

三 沢

高 幡

百 草

南平８丁目

南平９丁目

南平２丁目

南平１丁目

山３丁目

程久保７丁目

程久保８丁目

程久保１丁目

程久保２丁目

程久保３丁目

程久保４丁目

程久保５丁目

平成４年当時の町名地番整理基本計画
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平成４年には、ごらんのように未整理区域をA～Eの５つの地区にわけ、順次町名地番整理を進めていくこととし、そのうち三沢を中心としたA地区（画面ではA１地区、A２地区と表示）を対象に、三沢という町名で整理していくべく地元自治会と調整をしてまいりました。本地区については、この時点では三沢四丁目への編入を、とご提案しておりました。しかし、この時点でも本地区の地元のみなさまの同意は得られず、やむなくこの区域を切り離して、現在の三沢一丁目から四丁目をもって、町名地番整理を実施いたしました。



平成４年から現在までの事業実施状況

実施済み区域

約1998.6ha

未実施の区域

約754.4ha

約７３％ 約２７％
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平成４年から昨年にかけましてA地区を三沢一丁目から五丁目とする町名地番整理を完了しました。



町名地番整理検討図
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Presentation Notes
日野市の町名地番整理未整理地区を図示いたします。今回、従来のB～Eに加え、FとGの区域を追加いたしました。区域ごとにその特徴をご報告します。B地区はおもに高幡台団地が立地し、町名地番の表示に加えて団地の号棟、部屋番号で住所が特定できる区域でございます。C地区はおもに百草ですが、一部三沢、落川がございます。D地区は落川、百草、三沢、大字新井、大字石田が混在しております。E地区は高幡と大字新井がございます。以上が七生地区の町名地番未整理地区でございます。一方、今回新たに設定したF地区、G地区は日野地区にございます。F地区は大字日野と大字石田がございます。現在その一部で万願寺第2、東町の区画整理事業が事業中です。G地区は、大字豊田、大字川辺堀之内、大字上田、大字宮、大字日野が混在しており、川辺堀之内地区で組合施行の区画整理事業が事業中です。



浅川より北側の未整理地区を中央道で南北に分割

万願寺第二及び東町土地区画整理事業の区域を

含む約１４６ｈａの区域をＦ地区とします

川辺堀之内土地区画整理事業の区域を含む

約１１７ｈａの区域をＧ地区とします

Ｇ地区に万願寺三・四・六丁目の一部を編入します

F地区とG地区を新たに設定（日野市案）
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次に、新たにF・Gブロックを検討区域として追加することを提案いたします。検討図にございますように、両区域はそれぞれ東町、万願寺第2土地区画整理事業と川辺堀之内土地区画整理事業が事業中です。したがって、これらの事業の完了を待たなくては、町名地番整理も着手できません。また、この事業完了予定はもっとも小規模な川辺堀之内地区につきましても10年後と伺っておりますので、近々の課題ではございませんが、今のうちに十分なご議論をいただいた上で、基本計画として、新たな町名のくくりは持っていなければならないのではと考えました。原案では、両区域の境界は中央自動車道としております。F区域は、約146ヘクタール、G区域は約117ヘクタールですので、先ほどご紹介した住宅地域の1丁目の目安15～20ヘクタールからすると、F区域で7丁目まで、G区域で6丁目まで設定することとなります。ご検討いただきたいのは、中央自動車道で区分することが適当か？　さらに細分化すべきかでございます。



C地区・・・百草（一丁目～○丁目）

D地区・・・落川（一丁目～○丁目）

今後の町名地番整理の進め方（日野市案）

１．C地区とD地区に日野市案を示します
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平成4年に三沢一～四丁目を対象に町名地番整理を実施した際、次の対象はC・Dブロックといたしました。本地域を町名地番整理する際の日野市の考え方は、Cブロックについて百草、Dブロックについて落川を町名とするものです。Cブロックにつきましては区域の大部分が百草ですが、Dブロックにつきましては、落川、百草、大字石田、大字新井が混在しております。現在の地名にみなさまが愛着をもたれており、Dブロックにおける地元合意形成は簡単ではないと考えております。町名地番整理審議会のみなさまのご意見をいただければさいわいです。



今後の町名地番整理の進め方（日野市案）

２．E地区をC・D地区の次に整理します
（G地区を優先する可能性もあります）

３．G地区を区画整理の完了時に整理します
（万願寺三・四・六丁目の一部を編入します）

４．F地区を区画整理の完了時に整理します

５．最後にB地区を整理します
（F地区の区画整理の状況によっては先行する場合もあり

ます）
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平成4年に三沢一～四丁目を対象に町名地番整理を実施した際、次の対象はC・Dブロックといたしました。本地域を町名地番整理する際の日野市の考え方は、Cブロックについて百草、Dブロックについて落川を町名とするものです。Cブロックにつきましては区域の大部分が百草ですが、Dブロックにつきましては、落川、百草、大字石田、大字新井が混在しております。現在の地名にみなさまが愛着をもたれており、Dブロックにおける地元合意形成は簡単ではないと考えております。町名地番整理審議会のみなさまのご意見をいただければさいわいです。



（１）Ｂ～Ｇ地区の区域設定について

（２）事業の実施順序について

日野市案：Ｃ・Ｄ→Ｅ（Ｇ）→Ｇ（Ｅ）→Ｆ（Ｂ）→Ｂ（Ｆ）

（３）Ｃ・Ｄ地区の町名の設定について

日野市案：Ｃ百草、Ｄ落川

検討課題
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Presentation Notes
今期の町名地番整理審議会の任期は本年8月末まででございます。事務局といたしましては、本日の議論とあわせて、7月ごろに第3回の審議会を開催させていただき、委員のみなさまから今後につながるご意見をいただければと考えております。よろしくお願いいたします。
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